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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高輝度であり、色純度に優れる有機ＥＬ表示装
置を提供すること。
【解決手段】基材の一方の面に、駆動素子と、第１絶縁
層４と、反射層５と、第２絶縁層６と、有機ＥＬ素子７
とをこの順に有し、上記反射層５が、局在型表面プラズ
モン共鳴を示すドット状の金属部２１を有し、画素毎に
、上記金属部２１の大きさおよび上記金属部２１間の間
隔の少なくとも一方が異なり、上記ドット状の金属部２
１の表面プラズモン共鳴波長領域が異なる、有機ＥＬ表
示装置１を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の一方の面に、駆動素子と、第１絶縁層と、反射層と、第２絶縁層と、有機エレク
トロルミネッセンス素子とをこの順に有し、
　前記反射層が、局在型表面プラズモン共鳴を示すドット状の金属部を有し、
　画素毎に、前記金属部の大きさおよび前記金属部間の間隔の少なくとも一方が異なり、
前記ドット状の金属部の表面プラズモン共鳴波長領域が異なる、有機エレクトロルミネッ
センス表示装置。
【請求項２】
　前記反射層が、前記第１絶縁層と前記金属部との間に、平面視で前記金属部と重なる、
ドット状の絶縁部を有する、請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項３】
　前記反射層が、前記第１絶縁層と前記第２絶縁層との間に、平面視で前記金属部および
前記絶縁部と重ならない、格子状の第２の金属部を有する、請求項２に記載の有機エレク
トロルミネッセンス表示装置。
【請求項４】
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子が、白色有機エレクトロルミネッセンス素子で
ある、請求項１から請求項３までのいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス表示
装置。
【請求項５】
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子が、前記第２絶縁層側から順に、透明性を有す
る第１電極層と、発光層を含む有機エレクトロルミネッセンス層と、透明性を有する第２
電極層とを有する、請求項１から請求項４までのいずれかに記載の有機エレクトロルミネ
ッセンス表示装置。
【請求項６】
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子が、前記第２絶縁層側から順に、透明性を有す
る第１電極層と、発光層を含む有機エレクトロルミネッセンス層と、透明性および反射性
を有する第２電極層とを有し、
　前記第２絶縁層が光路調整層であり、前記画素毎に前記光路調整層の厚みが異なる、請
求項１から請求項４までのいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項７】
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子の前記第２絶縁層とは反対側の面に、バリア層
を有する、請求項１から請求項６までのいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス
表示装置。
【請求項８】
　前記バリア層の前記有機エレクトロルミネッセンス素子とは反対側の面に、着色層を有
する、請求項７に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の実施形態は、局在型表面プラズモン共鳴を利用した有機エレクトロルミネッセ
ンス表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＡＲ（Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ：拡張現実）デバイスやＶＲ（Ｖｉ
ｒｔｕａｌ　Ｒｅａｌｉｔｙ：仮想現実）デバイスの開発が盛んに行われている。ＡＲデ
バイスやＶＲデバイスにおいては、小型化および軽量化が望まれており、マイクロディス
プレイが使用されている。
【０００３】
　有機エレクトロルミネッセンス素子は、自己発色により視認性が高いこと、液晶表示装
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置と異なり全固体ディスプレイであるため耐衝撃性に優れていること、応答速度が速いこ
と、温度変化による影響が少ないこと、および視野角が広いこと等の利点を有する。そこ
で、有機エレクトロルミネッセンス素子のマイクロディスプレイへの応用が注目されてい
る。なお、以下、有機エレクトロルミネッセンスを有機ＥＬと略す場合がある。有機ＥＬ
表示装置のマイクロディスプレイは、有機ＥＬマイクロディスプレイやＯＬＥＤマイクロ
ディスプレイとも称される。
【０００４】
　有機ＥＬ表示装置の構造としては、発光性能の向上を目的として、様々な形態が提案さ
れている。例えば、輝度および色純度を高めるために、発光層から発せられた光を、反射
性を有する一方の電極と透明性および反射性を有する他方の電極との間で共振させる構造
、いわゆるマイクロキャビディ構造が知られている。
【０００５】
　マイクロディスプレイに適用されるマイクロキャビティ構造を有する有機ＥＬ表示装置
としては、例えば特許文献１に、基板の一方の面に、反射層と、透光層と、透明性を有す
る画素電極と、有機ＥＬ層と、透明性および反射性を有する対向電極とをこの順に有する
有機ＥＬ表示装置において、反射層から対向電極までの光路長を透光層や画素電極の膜厚
により調整する例が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１７－７３２６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年、有機ＥＬ表示装置のさらなる高輝度化、高効率化が課題とされている。
　本開示は、上記実情に鑑みてなされたものであり、高輝度であり、色純度に優れる有機
ＥＬ表示装置を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本開示は、基材の一方の面に、駆動素子と、第１絶縁層と
、反射層と、第２絶縁層と、有機ＥＬ素子とをこの順に有し、上記反射層が、局在型表面
プラズモン共鳴を示すドット状の金属部を有し、画素毎に、上記金属部の大きさおよび上
記金属部間の間隔の少なくとも一方が異なり、上記ドット状の金属部の表面プラズモン共
鳴波長領域が異なる、有機ＥＬ表示装置を提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示は、高輝度であり、色純度に優れる有機ＥＬ表示装置を提供できるという効果を
奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の有機ＥＬ表示装置の一例を示す概略断面図および平面図である。
【図２】本開示の有機ＥＬ表示装置の他の例を示す概略断面図である。
【図３】本開示の有機ＥＬ表示装置における反射層を構成するドット状の金属部の他の例
を示す概略断面図である。
【図４】本開示の有機ＥＬ表示装置の他の例を示す概略断面図である。
【図５】本開示の有機ＥＬ表示装置の他の例を示す概略断面図および平面図である。
【図６】本開示の有機ＥＬ表示装置の製造方法における反射層形成工程の一例を示す工程
図である。
【図７】本開示の有機ＥＬ表示装置の製造方法における反射層形成工程の他の例を示す工
程図である。
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【図８】本開示の有機ＥＬ表示装置の製造方法における反射層形成工程の他の例を示す工
程図である。
【図９】本開示の有機ＥＬ表示装置の他の例を示す概略断面図である。
【図１０】本開示の有機ＥＬ表示装置の製造方法における光路調整層形成工程にて用いら
れるナノインプリント用モールドの一例を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本開示の有機ＥＬ表示装置について詳細に説明する。
【００１２】
　本開示の有機ＥＬ表示装置は、基材の一方の面に、駆動素子と、第１絶縁層と、反射層
と、第２絶縁層と、有機ＥＬ素子とをこの順に有し、上記反射層が、局在型表面プラズモ
ン共鳴を示すドット状の金属部を有し、画素毎に、上記金属部の大きさおよび上記金属部
間の間隔の少なくとも一方が異なり、上記ドット状の金属部の表面プラズモン共鳴波長領
域が異なる。
【００１３】
　なお、「画素」とは、独立して発光の制御が可能である最小の単位を示す。
【００１４】
　本開示の有機ＥＬ表示装置について、図面を参照して説明する。
　図１（ａ）は本開示の有機ＥＬ表示装置の一例を示す概略断面図であり、図１（ｂ）～
（ｄ）は本開示の有機ＥＬ表示装置における各画素の金属部の一例を示す概略平面図であ
る。図１（ａ）に示すように、有機ＥＬ表示装置１は、基材２の一方の面に、駆動素子３
と、第１絶縁層４と、反射層５と、第２絶縁層６と、有機ＥＬ素子７とをこの順に有して
いる。反射層５は、局在型表面プラズモン共鳴を示すドット状の金属部２１を有し、有機
ＥＬ表示装置１は、赤色画素Ｒ、緑色画素Ｇ、青色画素Ｂを有しており、図１（ｂ）～（
ｄ）に示すように、画素ＲＧＢ毎に、金属部２１の大きさａ１、ａ２、ａ３および金属部
２１間の間隔ｂ１、ｂ２、ｂ３の少なくとも一方が異なり、ドット状の金属部２１の表面
プラズモン共鳴波長が異なっている。有機ＥＬ表示装置１は、有機ＥＬ素子７側から光が
取り出されるトップエミッション型である。
　また、有機ＥＬ素子７は、第２絶縁層６側から順に、透明性を有する第１電極層１１と
、発光層を含む有機ＥＬ層１２と、透明性を有する第２電極層１３とを有することができ
、第１電極層１１は、画素ＲＧＢ毎に配置されている。また、有機ＥＬ表示装置１は、画
素ＲＧＢ毎に配置された第１電極層１１の間に、画素間絶縁層８を有していてもよい。ま
た、図示しないが、第１電極層１１はコンタクトホール等を介して駆動素子３に接続され
ている。
【００１５】
　有機ＥＬ表示装置１においては、ドット状の金属部２１は局在型表面プラズモン共鳴を
示すものであり、有機ＥＬ素子７から光が放射されると、ドット状の金属部２１では特定
の波長領域、すなわち表面プラズモン共鳴波長領域に対して局在型表面プラズモン共鳴が
生じ、この表面プラズモン共鳴波長領域の光が吸収される。このため、表面プラズモン共
鳴波長領域以外の波長領域の光は反射されることになる。すなわち、ドット状の金属部２
１は、表面プラズモン共鳴波長領域以外の波長領域の光を選択的に反射する選択反射部材
として機能する。
【００１６】
　表面プラズモン共鳴波長領域は、金属部２１の大きさａ１、ａ２、ａ３および金属部２
１間の間隔ｂ１、ｂ２、ｂ３等により影響を受ける。このため、金属部２１は、画素ＲＧ
Ｂ毎に金属部２１の大きさａ１、ａ２、ａ３および金属部２１間の間隔ｂ１、ｂ２、ｂ３
の少なくとも一方を異ならせることで、画素ＲＧＢ毎に表面プラズモン共鳴波長領域を異
ならせることができる。よって、青色画素Ｂのドット状の金属部２１と、緑色画素Ｇのド
ット状の金属部２１と、赤色画素Ｒのドット状の金属部２１とでは、それぞれ表面プラズ
モン共鳴波長領域が異なるので、それぞれ反射波長領域を異ならせることができる。した
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がって、金属部２１の大きさａ１、ａ２、ａ３および金属部２１間の間隔ｂ１、ｂ２、ｂ
３の少なくとも一方を画素ＲＧＢ毎に調整することで、青色画素Ｂのドット状の金属部２
１では青色の波長領域の光を選択的に反射させ、緑色画素Ｇのドット状の金属部２１では
緑色の波長領域の光を選択的に反射させ、赤色画素Ｒのドット状の金属部２１では赤色の
波長領域の光を選択的に反射させることができる。
【００１７】
　このように本開示においては、反射層が、局在型表面プラズモン共鳴を示すドット状の
金属部を有し、画素毎に、金属部の大きさおよび金属部間の間隔の少なくとも一方が異な
り、ドット状の金属部の表面プラズモン共鳴波長領域が異なることにより、反射層では、
画素毎に異なる色の波長領域の光を反射させることが可能となる。したがって、輝度およ
び色純度を向上させることが可能である。
【００１８】
　なお、従来のマイクロキャビティ構造を有する有機ＥＬ表示装置、すなわち、例えば基
板の一方の面に、反射層と、透光層と、透明性を有する画素電極と、有機ＥＬ層と、透明
性および反射性を有する対向電極とをこの順に有し、反射層から対向電極までの光路長が
透光層や画素電極の膜厚により調整された有機ＥＬ表示装置においては、一般に反射層と
して金属膜が全面に配置される。この場合、金属膜の反射特性は金属膜の材料や膜厚によ
って決まるため、画素毎に金属膜の反射特性を制御することができない。また、金属膜の
材料によっては、有機ＥＬ素子から発せられた光が吸収されてしまうこともある。そのた
め、光の利用効率には限界があった。
【００１９】
　これに対し、本開示においては、画素毎に反射層の反射特性を調整することができる。
また、各画素の反射層では、所望の波長領域の光を反射させることができるため、従来の
ように反射層として金属膜が全面に配置されている場合と比較して、反射層により有機Ｅ
Ｌ素子からの光のうち所望の波長領域の光が吸収されるのを低減し、光の利用効率を高め
ることが可能となる。
【００２０】
　図２は、本開示の有機ＥＬ表示装置の他の例を示す概略断面図である。図２に示すよう
に、有機ＥＬ表示装置１は、有機ＥＬ素子７の第２絶縁層６とは反対側の面に、バリア層
９を有していてもよく、またバリア層９の有機ＥＬ素子７とは反対側の面に、着色層１０
を有していてもよい。なお、図２中の説明しない符号については、図１と同一の部材を示
すものであるので、ここでの説明は省略する。
　本開示においては、上述のように、色純度を向上させることができるため、着色層を配
置する場合には、着色層の厚みを薄くすることができ、有機ＥＬ表示装置の輝度をさらに
高めることができる。また、色純度を向上させることができるので、着色層を用いなくと
もカラー表示が可能であり、カラーフィルタレスの有機ＥＬ表示装置とすることができ、
有機ＥＬ表示装置の輝度をより一層高めることができる。
【００２１】
　以下、本開示の有機ＥＬ表示装置における各構成について説明する。
【００２２】
１．反射層
　反射層は、局在型表面プラズモン共鳴を示すドット状の金属部を有し、反射性を有する
部材であり、画素毎に、上記金属部の大きさおよび上記金属部間の間隔の少なくとも一方
が異なり、上記ドット状の金属部の表面プラズモン共鳴波長領域が異なる。
　以下、反射層の構成について説明する。
【００２３】
（１）金属部
　ドット状の金属部は、局在型表面プラズモン共鳴を示す。また、画素毎に、金属部の大
きさおよび金属部間の間隔の少なくとも一方が異なり、ドット状の金属部の表面プラズモ
ン共鳴波長領域が異なる。
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【００２４】
　ここで、ドット状の金属部が局在型表面プラズモン共鳴を示すとは、ドット状の金属部
に有機ＥＬ素子から光が放射された際に、ドット状の金属部の局在型表面プラズモン共鳴
により、有機ＥＬ素子からの光のうち、表面プラズモン共鳴波長領域の光を吸収すること
が可能であることをいう。
　また、表面プラズモン共鳴波長領域とは、局在型表面プラズモン共鳴により吸収を示す
波長領域であり、吸収スペクトルにおいて半値全幅が含まれる領域をいう。
【００２５】
　表面プラズモン共鳴波長領域としては、可視光領域であればよく、例えば３６０ｎｍ以
上、８３０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、４００ｎｍ以上、７６０ｎｍ以下の
範囲内であることが好ましい。具体的には、赤色画素においては、表面プラズモン共鳴波
長領域は、青色の波長領域および緑色の波長領域であることが好ましく、例えば４００ｎ
ｍ以上、６００ｎｍ以下であることが好ましい。また、緑色画素においては、表面プラズ
モン共鳴波長領域は、青色の波長領域および赤色の波長領域であることが好ましく、例え
ば４００ｎｍ以上、５００ｎｍ以下、および、６００ｎｍ以上、７００ｎｍ以下であるこ
とが好ましい。また、青色画素においては、表面プラズモン共鳴波長領域は、緑色の波長
領域および赤色の波長領域であることが好ましく、例えば５００ｎｍ以上、７００ｎｍ以
下であることが好ましい。
【００２６】
　表面プラズモン共鳴波長領域は、金属部の大きさおよび金属部間の間隔等により影響を
受ける。このため、金属部は、金属部の大きさおよび金属部間の間隔の少なくとも一方を
、画素毎に調整することで、表面プラズモン共鳴波長領域を画素毎に調整することができ
、反射波長領域を画素毎に調整することができる。金属部の大きさおよび金属部間の間隔
は、画素毎にいずれか一方が異なればよく、例えば画素毎に金属部の大きさが異なってい
てもよく、画素毎に金属部間の間隔が異なっていてもよく、画素毎に金属部の大きさおよ
び金属部間の間隔が異なっていてもよい。
【００２７】
　金属部の大きさは、局在型表面プラズモン共鳴を生じさせることができる大きさであれ
ばよく、例えば、１００ｎｍ以上、５００ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、中で
も、１５０ｎｍ以上、４５０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、特に、２００ｎｍ
以上、４００ｎｍ以下の範囲内であることが好ましい。金属部の大きさが上述の範囲内で
あることで、ドット状の金属部は、有機ＥＬ素子から光が放射されたときに、具体的には
可視光領域の光が照射されたときに、局在型表面プラズモン共鳴を生じやすくなるからで
ある。
【００２８】
　具体的には、赤色画素においては、金属部の大きさは、青色の波長領域および緑色の波
長領域の光に対して局在型表面プラズモン共鳴を生じさせることができる大きさであるこ
とが好ましく、金属部間の間隔、金属部の形状および金属部の材料等に応じて適宜調整さ
れるものであるが、例えば、２５０ｎｍ以上、５００ｎｍ以下の範囲内であることが好ま
しく、中でも、３００ｎｍ以上、４５０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、特に、
３２５ｎｍ以上、４００ｎｍ以下の範囲内であることが好ましい。
【００２９】
　また、緑色画素においては、金属部の大きさは、青色の波長領域および赤色の波長領域
の光に対して局在型表面プラズモン共鳴を生じさせることができる大きさであることが好
ましく、金属部間の間隔、金属部の形状および金属部の材料等に応じて適宜調整されるも
のであるが、例えば、１８０ｎｍ以上、４２５ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、
中でも、２２５ｎｍ以上、３７５ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、特に、２５０
ｎｍ以上、３２５ｎｍ以下の範囲内であることが好ましい。
【００３０】
　また、青色画素においては、金属部の大きさは、緑色の波長領域および赤色の波長領域
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の光に対して局在型表面プラズモン共鳴を生じさせることができる大きさであることが好
ましく、金属部間の間隔、金属部の形状および金属部の材料等に応じて適宜調整されるも
のであるが、例えば、１００ｎｍ以上、３５０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、
中でも、１２５ｎｍ以上、３２５ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、特に、１６０
ｎｍ以上、３００ｎｍ以下の範囲内であることが好ましい。
【００３１】
　なお、金属部の大きさは、例えば、金属部の形状が正方形状や長方形状である場合には
、一辺の長さをいい、金属部の形状が円形状である場合には、直径をいう。具体的には、
図１（ｂ）～（ｄ）の符号ａ１、ａ２、ａ３で示される大きさや、図３の符号ａで示され
る大きさである。図１（ｂ）～（ｄ）においては、金属部２１の形状が正方形状であり、
符号ａ１、ａ２、ａ３は一辺の長さを示す。また、図３においては、金属部２１の形状が
円形状であり、符号ａは直径を示す。
【００３２】
　金属部間の間隔は、局在型表面プラズモン共鳴を生じさせることができる間隔であれば
よく、例えば、５０ｎｍ以上、２５０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、中でも、
５０ｎｍ以上、２２５ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、特に、７０ｎｍ以上、２
００ｎｍ以下の範囲内であることが好ましい。金属部間の間隔が上述の範囲内であること
で、ドット状の金属部は、有機ＥＬ素子から光が放射されたときに、具体的には可視光領
域の光が照射されたときに、局在型表面プラズモン共鳴を生じやすくなるからである。
【００３３】
　具体的には、赤色画素においては、金属部間の間隔は、青色の波長領域および緑色の波
長領域の光に対して局在型表面プラズモン共鳴を生じさせることができる間隔であること
が好ましく、金属部の大きさ、金属部の形状および金属部の材料等に応じて適宜調整され
るものであるが、例えば、７５ｎｍ以上、２５０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく
、中でも、１００ｎｍ以上、２２５ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、特に、１２
５ｎｍ以上、２００ｎｍ以下の範囲内であることが好ましい。
【００３４】
　また、緑色画素においては、金属部間の間隔は、青色の波長領域および赤色の波長領域
の光に対して局在型表面プラズモン共鳴を生じさせることができる間隔であることが好ま
しく、金属部の大きさ、金属部の形状および金属部の材料等に応じて適宜調整されるもの
であるが、例えば、５０ｎｍ以上、２２５ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、中で
も、８０ｎｍ以上、２００ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、特に、１００ｎｍ以
上、１８０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましい。
【００３５】
　また、青色画素においては、金属部間の間隔は、緑色の波長領域および赤色の波長領域
の光に対して局在型表面プラズモン共鳴を生じさせることができる間隔であることが好ま
しく、金属部の大きさ、金属部の形状および金属部の材料等に応じて適宜調整されるもの
であるが、例えば、５０ｎｍ以上、１８０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、中で
も、５０ｎｍ以上、１６０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、特に、５０ｎｍ以上
、１４０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましい。
【００３６】
　なお、金属部間の間隔は、隣接する金属部の最も近接する距離をいう。具体的には、図
１（ｂ）～（ｄ）の符号ｂ１、ｂ２、ｂ３で示される間隔や、図３の符号ｂで示される間
隔である。
【００３７】
　金属部の大きさおよび金属部間の間隔の調整による表面プラズモン共鳴波長領域の制御
については、例えば、Renilkumar Mudachathi and Takuo Tanaka, “Up Scalable Full C
olour Plasmonic Pixels with Controllable Hue, Brightness and Saturation” Scient
ific Reports, Vol. 7, Article number:1199 (2017), doi: 10.1038/s41598-017-01266-
6, 26 April 2017に詳しい。
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【００３８】
　表面プラズモン共鳴波長領域は、金属部の大きさおよび金属部間の間隔の他、金属部の
形状、金属部の材料等により影響を受ける。このため、金属部は、金属部の形状、金属部
の材料等を調整することで、表面プラズモン共鳴波長領域を調整し、反射波長領域を調整
することもできる。
【００３９】
　金属部の形状は、局在型表面プラズモン共鳴を生じさせることができる形状であればよ
く、特に限定されないが、例えば、正方形状や長方形状、円形状等が挙げられる。中でも
、金属部の形状は、正方形状、長方形状であることが好ましい。角を有する形状は、局在
型表面プラズモン共鳴を生じさせやすいからである。また、これらの形状は、形成が容易
だからである。
【００４０】
　金属部を構成する材料としては、局在型表面プラズモン共鳴を生じさせることができる
金属材料であればよく、特に限定されないが、例えば、金、銀、銅、アルミニウム、プラ
チナ、パラジウム等の金属を挙げることができる。中でも、銀、アルミニウムが好ましい
。有機ＥＬ素子から光が放射されたときに、具体的には可視光領域の光が照射されたとき
に、局在型表面プラズモン共鳴を生じやすいからである。
【００４１】
　金属部の厚みは、反射性が得られる厚みであればよく、例えば３０ｎｍ以上、２００ｎ
ｍ以下の範囲内とすることができる。
【００４２】
　金属部は、局在型表面プラズモン共鳴を利用した選択反射部材として機能することから
、通常、有機ＥＬ素子の第１電極層および駆動素子には接続されない。
【００４３】
　ドット状の金属部の形成方法としては、画素毎に金属部の大きさおよび金属部間の間隔
の少なくともいずれか一方が異なる金属部を形成可能な方法であればよく、反射層の構成
に応じて異なる。具体的な方法については、後述する。
【００４４】
（２）絶縁部
　反射層は、第１絶縁層と金属部との間に、平面視で金属部と重なる、ドット状の絶縁部
を有することができる。
【００４５】
　図４は、本開示の有機ＥＬ表示装置の他の例を示す概略断面図である。図４に示すよう
に、反射層５は、第１絶縁層４とドット状の金属部２１との間に、平面視で金属部２１と
重なるドット状の絶縁部２２を有することができる。なお、図４中の説明しない符号につ
いては、図１と同一の部材を示すものであるので、ここでの説明は省略する。
【００４６】
　ドット状の絶縁部は、平面視でドット状の金属部と重なる。絶縁部の大きさ、絶縁部間
の間隔、および絶縁部の形状は、金属部の大きさ、金属部間の間隔および金属部の形状と
同一となる。
【００４７】
　絶縁部を構成する材料としては、透明性および絶縁性を有するものであればよいが、後
述するように、ナノインプリント法による絶縁部の形成が可能なものであることが好まし
い。例えば、無機材料および有機材料のいずれも用いることができる。
　無機材料としては、例えば金属酸化物や金属窒化物が挙げられ、具体的には酸化ケイ素
、窒化ケイ素、酸化窒化ケイ素等が挙げられる。
　有機材料としては、アウトガスの少ないものであればよく、例えば有機ＥＬ表示装置の
画素間絶縁層に用いられる有機材料を適用することができる。具体的には、感光性ポリイ
ミド樹脂、アクリル樹脂等の光硬化型樹脂が挙げられる。
　また、絶縁部の材料としては、スピンオンガラス材料も用いることができる。なお、以



(9) JP 2019-179717 A 2019.10.17

10

20

30

40

50

下、スピンオンガラス材料をＳＯＧ材料と略す場合がある。ＳＯＧ材料としては、例えば
、ゾルゲル法やポリシラザン法で形成される材料を適用することができる。具体的にはテ
トラエトキシシラン（ＴＥＯＳ）や、ポリシラザン樹脂、ポリシロキサン樹脂が挙げられ
る。
【００４８】
　絶縁部の厚みとしては、後述するように、反射層が、第１絶縁層と第２絶縁層との間に
、平面視で金属部および絶縁部と重ならない、格子状の第２の金属部を有する場合には、
第２の金属部の厚みよりも厚いことが好ましい。ドット状の金属部と格子状の第２の金属
部とを接しないようにすることができるからである。具体的には、絶縁部の厚みは、５０
ｎｍ以上、５００ｎｍ以下の範囲内とすることができる。
【００４９】
　絶縁部の形成方法としては、平面視で金属部と重なる絶縁部を形成可能な方法であれば
よく、例えばナノインプリント法、電子線描画法等が挙げられる。中でも、ナノインプリ
ント法であることが好ましい。高精細な絶縁部を簡便な方法で安価に形成できるからであ
る。なお、ナノインプリント法による絶縁部の形成方法については、後述する。
【００５０】
（３）第２の金属部
　反射層は、第１絶縁層と第２絶縁層との間に、平面視で金属部および絶縁部と重ならな
い、格子状の第２の金属部を有することが好ましい。
【００５１】
　図５（ａ）は、本開示の有機ＥＬ表示装置の他の例を示す概略断面図であり、図５（ｂ
）～（ｄ）は本開示の有機ＥＬ表示装置における各画素の金属部、絶縁部および第２の金
属部の一例を示す概略平面図である。図５（ａ）～（ｄ）に示すように、反射層５は、第
１絶縁層４と第２絶縁層６との間に、平面視で金属部２１および絶縁部２２と重ならない
格子状の第２の金属部２３を有することができる。なお、図５中の説明しない符号につい
ては、図１と同一の部材を示すものであるので、ここでの説明は省略する。
【００５２】
　反射層が、ドット状の金属部と平面視で重ならない格子状の第２の金属部を有すること
により、各画素の反射層の反射スペクトルを急峻にすることができ、色純度を高めること
ができるからである。また、反射層の反射性も高めることができる。
【００５３】
　格子状の第２の金属部の開口部の大きさ、開口部間の間隔、開口部の形状は、ドット状
の金属部の大きさ、金属部間の間隔および金属部の形状と同一となる。
【００５４】
　格子状の第２の金属部を構成する材料としては、上記のドット状の金属部を構成する材
料と同様とすることができる。通常、格子状の第２の金属部を構成する材料は、上記のド
ット状の金属部を構成する材料と同一であり、格子状の第２の金属部は上記のドット状の
金属部と同時に形成することができる。
【００５５】
　格子状の第２の金属部が、後述するように第１電極層の補助電極を兼ねる場合には、格
子状の第２の金属部は、画素毎に配置される。
【００５６】
　格子状の第２の金属部の厚みとしては、上記のドット状の金属部の厚みと同様とするこ
とができる。
【００５７】
　格子状の第２の金属部の形成方法としては、上記のドット状の金属部と同時形成可能な
方法であることが好ましい。具体的な方法については、後述する。
【００５８】
（４）反射層の形成方法
　反射層の形成方法は、反射層の構成に応じて異なる。
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【００５９】
（ａ）第１態様
　反射層がドット状の金属部のみを有する場合、ドット状の金属部の形成方法としては、
画素毎に金属部の大きさおよび金属部間の間隔の少なくともいずれか一方が異なる金属部
を形成可能な方法であればよく、具体的には、第１絶縁層の基材とは反対側の面に金属膜
を形成し、フォトリソグラフィ法により金属膜をパターニングする方法が挙げられる。
　金属膜の形成方法としては、例えばＣＶＤ法や、スパッタリング法、真空蒸着法等のＰ
ＶＤ法が挙げられる。
【００６０】
（ｂ）第２態様
　反射層が、第１絶縁層側から順に、ドット状の絶縁部とドット状の金属部とを有する場
合、反射層の形成方法としては、例えば、第１絶縁層の基材とは反対側の面に絶縁膜を形
成する絶縁膜形成工程と、絶縁膜の第１絶縁層とは反対側の面に金属膜を形成する金属膜
形成工程と、絶縁膜および金属膜をドット状にパターニングするパターニング工程とを有
する方法が挙げられる。
【００６１】
（絶縁膜形成工程）
　絶縁膜形成工程において、絶縁膜の形成方法としては、絶縁膜の材料に応じて適宜選択
される。絶縁膜が無機材料を含む場合、絶縁膜の形成方法としては、例えばＣＶＤ法や、
スパッタリング法、真空蒸着法等のＰＶＤ法が挙げられる。また、絶縁膜が有機材料また
はＳＯＧ材料を含む場合、絶縁膜の形成方法としては、例えば一般的な塗布法や印刷法が
挙げられる。
【００６２】
（金属膜形成工程）
　金属膜形成工程において、金属膜の形成方法としては、例えばＣＶＤ法や、スパッタリ
ング法、真空蒸着法等のＰＶＤ法が挙げられる。
【００６３】
（パターニング工程）
　パターニング工程において、絶縁膜および金属膜のパターニング方法としては、例えば
ナノインプリント法、フォトリソグラフィ法等が挙げられる。中でも、ナノインプリント
法が好ましい。高精細な絶縁部および金属部を簡便な方法で安価に形成できるからである
。
【００６４】
　図６（ａ）～（ｆ）は、本開示の有機ＥＬ表示装置の製造方法における反射層形成工程
の一例を示す工程図である。まず、図６（ａ）に示すように、基材２の一方の面に、駆動
素子３および第１絶縁層４をこの順に有する積層体を作製し、積層体の第１絶縁層４側の
面に絶縁膜２２ａを形成する。次いで、図６（ｂ）に示すように、絶縁膜２２ａの第１絶
縁層４とは反対側の面に、金属膜２１ａを形成する。次に、図６（ｃ）に示すように、金
属膜２１ａの絶縁膜２２ａとは反対側の面に、レジストを塗布してレジスト層３１ａを形
成する。次に、図６（ｄ）に示すように、各画素に対応する領域毎に凹部の大きさおよび
凹部間の間隔の少なくとも一方が異なる凹部を有するナノインプリント用モールド３０を
準備し、ナノインプリント用モールド３０をレジスト層３１ａに押し当てて紫外線を照射
し、レジスト層３１ａを硬化させる。その後、ナノインプリント用モールド３０を離型し
、図６（ｅ）に示すように、レジスト層３１ｂにナノインプリント用モールド３０の凹凸
パターンを転写する。続いて、凹凸パターンが転写されたレジスト層３１ｂをマスクとし
て、レジスト層３１ｂ、金属膜２１ａおよび絶縁膜２２ａをエッチングする。これにより
、図６（ｆ）に示すように、ドット状の絶縁部２２およびドット状の金属部２１が得られ
る。そして、画素ＲＧＢ毎に金属部２１の大きさおよび金属部２１間の間隔の少なくとも
一方が異なる金属部２１が得られる。なお、図６中の説明しない符号については、図１と
同一の部材を示すものであるので、ここでの説明は省略する。
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【００６５】
　パターニング工程は、金属膜の絶縁膜とは反対側の面に、レジスト層を形成するレジス
ト層形成工程と、上記レジスト層にナノインプリント用モールドの凹凸パターンを転写す
る転写工程と、上記凹凸パターンが転写された上記レジスト層、上記金属膜および上記絶
縁膜をエッチングするエッチング工程と、を有することができる。
【００６６】
　レジスト層形成工程において、レジスト層に用いられる材料としては、ナノインプリン
ト法に用いられるものであればよく、ナノインプリント法に応じて適宜選択される。ＵＶ
ナノインプリント法の場合は紫外線硬化型樹脂を用いることができ、熱ナノインプリント
法の場合は熱可塑性樹脂や熱硬化型樹脂を用いることができ、室温ナノインプリント法の
場合はＳＯＧ材料を用いることができる。中でも、紫外線硬化型樹脂が好ましい。ＵＶナ
ノインプリント法は、プロセス温度が低い、転写時間が短い等、生産性に優れている。
【００６７】
　レジスト層の厚みとしては、目的とする絶縁部および金属部の厚みや、後述のエッチン
グ工程でのレジスト層、金属部および絶縁膜のエッチング速度等に応じて適宜調整される
。例えば、レジスト層の厚みは、１００ｎｍ以上、５００ｎｍ以下の範囲内とすることが
できる。
【００６８】
　レジスト層の形成方法としては、例えば一般的な塗布法、印刷法が挙げられる。
【００６９】
　転写工程は、ナノインプリント法に応じて適宜選択される。
　ＵＶナノインプリント法では、転写工程においては、ナノインプリント用モールドをレ
ジスト層に押し当て、その状態で紫外線の照射によりレジスト層を硬化させ、その後、ナ
ノインプリント用モールドを離型することにより、レジスト層にナノインプリント用モー
ルドの凹凸パターンを転写することができる。紫外線の照射は、通常、ナノインプリント
用モールド側から紫外線を照射する。
【００７０】
　熱ナノインプリント法では、レジスト層に熱可塑性樹脂を用いる場合には、転写工程に
おいては、レジスト層を熱可塑性樹脂のガラス転移温度以上に加熱し、ナノインプリント
用モールドをレジスト層に押し当て、その状態で冷却によりレジスト層を固化させ、その
後、ナノインプリント用モールドを離型することにより、レジスト層にナノインプリント
用モールドの凹凸パターンを転写することができる。
【００７１】
　また、熱ナノインプリント法では、レジスト層に熱硬化性樹脂を用いる場合には、転写
工程においては、ナノインプリント用モールドをレジスト層に押し当て、その状態で加熱
によりレジスト層を硬化させ、その後、ナノインプリント用モールドを離型することによ
り、レジスト層にナノインプリント用モールドの凹凸パターンを転写することができる。
【００７２】
　ＳＯＧ材料を用いた室温ナノインプリント法では、転写工程においては、ナノインプリ
ント用モールドをレジスト層に押し当て、その状態で乾燥によりレジスト層を硬化させ、
その後、ナノインプリント用モールドを離型することにより、レジスト層にナノインプリ
ント用モールドの凹凸パターンを転写することができる。
【００７３】
　いずれのナノインプリント法においても、ナノインプリント用モールドをレジスト層に
押し当てる際には、加圧により、ナノインプリント用モールドの凹部にレジスト層の材料
を充填してもよい。
【００７４】
　エッチング工程においては、凹凸パターンが転写されたレジスト層の残膜部分をエッチ
ングし、さらに残膜部分を除去したレジスト層のパターンをマスクとして、金属膜および
絶縁膜をエッチングすることができる。レジスト層、金属膜および絶縁膜のエッチング方
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法としては、例えばドライエッチングが挙げられる。
【００７５】
（ｃ）第３態様
　反射層が、第１絶縁層側から順に、ドット状の絶縁部とドット状の金属部とを有し、さ
らに第１絶縁層と第２絶縁層との間に、平面視で絶縁部および金属部と重ならない格子状
の第２の金属部を有する場合、反射層の形成方法としては、例えば、第１絶縁層の基材と
は反対側の面に絶縁膜を形成する絶縁膜形成工程と、絶縁膜をドット状にパターニングす
るパターニング工程と、第１絶縁層のドット状の絶縁膜側の面に金属膜を形成する金属膜
形成工程とを有する方法が挙げられる。
【００７６】
（絶縁膜形成工程）
　絶縁膜形成工程において、絶縁膜の形成方法としては、絶縁膜の材料に応じて適宜選択
される。絶縁膜が無機材料を含む場合、絶縁膜の形成方法としては、例えばＣＶＤ法や、
スパッタリング法、真空蒸着法等のＰＶＤ法が挙げられる。また、絶縁膜が有機材料また
はＳＯＧ材料を含む場合、絶縁膜の形成方法としては、例えば一般的な塗布法や印刷法が
挙げられる。
【００７７】
（パターニング工程）
　パターニング工程において、絶縁膜のパターニング方法としては、例えばナノインプリ
ント法、電子線描画法等が挙げられる。中でも、ナノインプリント法が好ましい。高精細
な絶縁部を簡便な方法で安価に形成できるからである。
【００７８】
　ナノインプリント法の場合、反射層の形成工程は、絶縁部の材料に応じて異なる。
　図７（ａ）～（ｅ）は、本開示の有機ＥＬ表示装置の製造方法における反射層形成工程
の他の例を示す工程図であり、絶縁部が有機材料またはＳＯＧ材料を含む場合である。ま
ず、図７（ａ）に示すように、基材２の一方の面に、駆動素子３および第１絶縁層４をこ
の順に有する積層体を作製し、積層体の第１絶縁層４側の面に絶縁膜２２ａを形成する。
次いで、図７（ｂ）に示すように、各画素に対応する領域毎に凹部の大きさおよび凹部間
の間隔の少なくとも一方が異なる凹部を有するナノインプリント用モールド３０を準備し
、ナノインプリント用モールド３０を絶縁膜２２ａに押し当てて、紫外線の照射や乾燥等
により絶縁膜２２ａを硬化させる。その後、ナノインプリント用モールド３０を離型し、
図７（ｃ）に示すように、絶縁膜２２ｂにナノインプリント用モールド３０の凹凸パター
ンを転写する。続いて、凹凸パターンが転写された絶縁膜２２ｂをエッチングする。これ
により、図７（ｄ）に示すように、ドット状の絶縁部２２が得られる。次に、図７（ｅ）
に示すように、第１絶縁層４のドット状の絶縁部２２側の面に金属膜２１ａを形成する。
これにより、絶縁部２２による段差を利用して、ドット状の金属部２１および格子状の第
２の金属部２３を同時に形成することができる。そして、画素ＲＧＢ毎に金属部２１の大
きさおよび金属部２１間の間隔の少なくとも一方が異なる金属部２１が得られる。なお、
図７中の説明しない符号については、図１と同一の部材を示すものであるので、ここでの
説明は省略する。
【００７９】
　絶縁部が有機材料またはＳＯＧ材料を含む場合、パターニング工程は、絶縁膜にモール
ドの凹凸パターンを転写する転写工程と、上記凹凸パターンが転写された上記絶縁膜をエ
ッチングするエッチング工程と、を有することができる。
【００８０】
　転写工程は、絶縁膜の材料に応じて適宜選択される。
　絶縁膜の材料が有機材料であり、光硬化型樹脂である場合には、ＵＶナノインプリント
法が用いられる。ＵＶナノインプリント法では、転写工程においては、ナノインプリント
用モールドを絶縁膜に押し当て、その状態で紫外線の照射により絶縁膜を硬化させ、その
後、ナノインプリント用モールドを離型することにより、絶縁膜にナノインプリント用モ
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ールドの凹凸パターンを転写することができる。紫外線の照射は、通常、ナノインプリン
ト用モールド側から紫外線を照射する。
【００８１】
　絶縁膜の材料がＳＯＧ材料である場合には、室温ナノインプリント法が用いられる。室
温ナノインプリント法では、転写工程においては、ナノインプリント用モールドを絶縁膜
に押し当て、その状態で乾燥により絶縁膜を硬化させ、その後、ナノインプリント用モー
ルドを離型することにより、絶縁膜にナノインプリント用モールドの凹凸パターンを転写
することができる。
【００８２】
　いずれのナノインプリント法においても、ナノインプリント用モールドを絶縁膜に押し
当てる際には、加圧により、ナノインプリント用モールドの凹部に絶縁膜の材料を充填し
てもよい。
【００８３】
　エッチング工程においては、凹凸パターンが転写された絶縁膜の残膜部分をエッチング
することができる。絶縁膜のエッチング方法としては、例えばドライエッチングが挙げら
れる。
【００８４】
　図８（ａ）～（ｆ）は、本開示の有機ＥＬ表示装置の製造方法における反射層形成工程
の他の例を示す工程図であり、絶縁部が無機材料を含む場合である。まず、図８（ａ）に
示すように、基材２の一方の面に、駆動素子３および第１絶縁層４をこの順に有する積層
体を作製し、積層体の第１絶縁層４側の面に絶縁膜２２ａを形成する。次いで、図８（ｂ
）に示すように、絶縁膜２２ａの第１絶縁層４とは反対側の面に、レジストを塗布してレ
ジスト層３１ａを形成する。次に、図８（ｃ）に示すように、各画素に対応する領域毎に
凹部の大きさおよび凹部間の間隔の少なくとも一方が異なる凹部を有するナノインプリン
ト用モールド３０を準備し、ナノインプリント用モールド３０をレジスト層３１ａに押し
当てて紫外線を照射し、レジスト層３１ａを硬化させる。その後、ナノインプリント用モ
ールド３０を離型し、図８（ｄ）に示すように、レジスト層３１ｂにナノインプリント用
モールド３０の凹凸パターンを転写する。続いて、凹凸パターンが転写されたレジスト層
３１ｂをマスクとして、レジスト層３１ｂおよび絶縁膜２２ａをエッチングする。これに
より、図８（ｅ）に示すように、ドット状の絶縁部２２が得られる。次に、図８（ｆ）に
示すように、第１絶縁層４のドット状の絶縁部２２側の面に金属膜２１ａを形成する。こ
れにより、絶縁部２２による段差を利用して、ドット状の金属部２１および格子状の第２
の金属部２３を同時に形成することができる。そして、画素ＲＧＢ毎に金属部２１の大き
さおよび金属部２１間の間隔の少なくとも一方が異なる金属部２１が得られる。なお、図
８中の説明しない符号については、図１と同一の部材を示すものであるので、ここでの説
明は省略する。
【００８５】
　絶縁部が無機材料を含む場合、パターニング工程は、絶縁膜の第１絶縁層とは反対側の
面に、レジスト層を形成するレジスト層形成工程と、上記レジスト層にナノインプリント
用モールドの凹凸パターンを転写する転写工程と、上記凹凸パターンが転写された上記レ
ジスト層および上記絶縁膜をエッチングするエッチング工程と、を有することができる。
【００８６】
　レジスト層形成工程において、レジスト層に用いられる材料としては、ナノインプリン
ト法に用いられるものであればよく、ナノインプリント法に応じて適宜選択される。ＵＶ
ナノインプリント法の場合は紫外線硬化型樹脂を用いることができ、熱ナノインプリント
法の場合は熱可塑性樹脂や熱硬化型樹脂を用いることができ、室温ナノインプリント法の
場合はＳＯＧ材料を用いることができる。中でも、紫外線硬化型樹脂が好ましい。ＵＶナ
ノインプリント法は、プロセス温度が低い、転写時間が短い等、生産性に優れている。
【００８７】
　レジスト層の厚みとしては、目的とする絶縁部の厚みや、後述のエッチング工程でのレ
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ジスト層および絶縁膜のエッチング速度等に応じて適宜調整される。例えば、レジスト層
の厚みは、１００ｎｍ以上、５００ｎｍ以下の範囲内とすることができる。
【００８８】
　レジスト層の形成方法としては、例えば一般的な塗布法、印刷法が挙げられる。
【００８９】
　転写工程は、ナノインプリント法に応じて適宜選択される。
　ＵＶナノインプリント法では、転写工程においては、ナノインプリント用モールドをレ
ジスト層に押し当て、その状態で紫外線の照射によりレジスト層を硬化させ、その後、ナ
ノインプリント用モールドを離型することにより、レジスト層にナノインプリント用モー
ルドの凹凸パターンを転写することができる。紫外線の照射は、通常、ナノインプリント
用モールド側から紫外線を照射する。
【００９０】
　熱ナノインプリント法では、レジスト層に熱可塑性樹脂を用いる場合には、転写工程に
おいては、レジスト層を熱可塑性樹脂のガラス転移温度以上に加熱し、ナノインプリント
用モールドをレジスト層に押し当て、その状態で冷却によりレジスト層を固化させ、その
後、ナノインプリント用モールドを離型することにより、レジスト層にナノインプリント
用モールドの凹凸パターンを転写することができる。
【００９１】
　また、熱ナノインプリント法では、レジスト層に熱硬化性樹脂を用いる場合には、転写
工程においては、ナノインプリント用モールドをレジスト層に押し当て、その状態で加熱
によりレジスト層を硬化させ、その後、ナノインプリント用モールドを離型することによ
り、レジスト層にナノインプリント用モールドの凹凸パターンを転写することができる。
【００９２】
　ＳＯＧ材料を用いた室温ナノインプリント法では、転写工程においては、ナノインプリ
ント用モールドをレジスト層に押し当て、その状態で乾燥によりレジスト層を硬化させ、
その後、ナノインプリント用モールドを離型することにより、レジスト層にナノインプリ
ント用モールドの凹凸パターンを転写することができる。
【００９３】
　いずれのナノインプリント法においても、ナノインプリント用モールドをレジスト層に
押し当てる際には、加圧により、ナノインプリント用モールドの凹部にレジスト層の材料
を充填してもよい。
【００９４】
　エッチング工程においては、凹凸パターンが転写されたレジスト層の残膜部分をエッチ
ングし、さらに残膜部分を除去したレジスト層のパターンをマスクとして、絶縁膜をエッ
チングすることができる。レジスト層および絶縁膜のエッチング方法としては、例えばド
ライエッチングが挙げられる。
【００９５】
（金属膜形成工程）
　金属膜形成工程において、金属膜の形成方法としては、例えばＣＶＤ法や、スパッタリ
ング法、真空蒸着法等のＰＶＤ法が挙げられる。
【００９６】
　また、後述するように、格子状の第２の金属部が第１電極層の補助電極を兼ねる場合に
は、格子状の第２の金属部は、画素毎に配置される。そのため、この場合には、金属膜を
形成した後、金属膜をパターニングすることにより、格子状の第２の金属部を画素毎に配
置することができる。金属膜のパターニング方法としては、例えばフォトリソグラフィ法
が挙げられる。
【００９７】
２．有機ＥＬ素子
　有機ＥＬ素子は、第２絶縁層の反射層とは反対側の面に配置される部材である。
【００９８】
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　有機ＥＬ素子の発光方式は特に限定されるものではなく、有機ＥＬ素子は、白色を発光
するものであってもよく、複数色を発光するものであってもよい。中でも、白色発光の白
色有機ＥＬ素子が好ましい。複数色発光の有機ＥＬ素子では複数色の発光層が配列される
が、マイクロディスプレイのような高解像度の表示装置においては、複数色の発光層を平
面的に配置するのが困難となるからである。一方、白色有機ＥＬ素子であれば、発光層を
全面に配置することができ、マイクロディスプレイのような高解像度の表示装置において
も容易に配置することができる。また、白色有機ＥＬ素子では、カラー表示のために着色
層を配置するのが一般的であるが、着色層による輝度低下が懸念される。これに対し、本
開示においては、局在型表面プラズモン共鳴を利用した反射層により色純度を向上させる
ことができるため、着色層の厚みを薄くしたり、カラーフィルタレスとしたりすることが
でき、輝度を高めることが可能である。
【００９９】
（１）第１電極層
　第１電極層は、有機ＥＬ層の基材側の面に配置され、透明性を有する電極である。
【０１００】
　第１電極層は、所定の透明性を有する。第１電極層の透明性は、有機ＥＬ層からの発光
を透過させて表示を行うことができる程度の透明性であることが好ましく、例えば、可視
光線透過率が８０％以上であることが好ましく、９０％以上であることがより好ましい。
　なお、可視光線透過率は、例えば、分光光度計（（株）島津製作所製　ＵＶ－２４５０
）を用いて、測定波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの範囲内で測定することができる。
【０１０１】
　第１電極層は、陽極であってもよく、陰極であってもよいが、通常、陽極とされる。第
１電極層の材料としては、仕事関数が高く、陽極として機能し、かつ、透明性を有するも
のであればよく、一般的な透明電極に用いられる材料を用いることができ、例えば、ＩＴ
Ｏと称される酸化インジウム錫、ＩＺＯを称される酸化インジウム亜鉛、酸化インジウム
、酸化錫等が挙げられる。
【０１０２】
　第１電極層は、通常、画素毎に配置される。
【０１０３】
　第１電極層は、通常、駆動素子に接続されている。第１電極層と駆動素子との接続につ
いては、特に限定されない。例えば、第１絶縁層および第２絶縁層にコンタクトホールを
配置し、コンタクトホールに第１電極層用接続部を設けることにより、第１電極層と駆動
素子とを接続することができる。また、後述するように、第１電極層の補助電極が設けら
れている場合には、第１絶縁層および第２絶縁層にコンタクトホールを配置し、第２絶縁
層のコンタクトホールに第１電極層用接続部を設けて、第１電極層と補助電極とを接続す
るとともに、第１絶縁層のコンタクトホールに補助電極用接続部を設けて、補助電極と駆
動素子とを接続することができる。
【０１０４】
　第１電極層の厚みは、電極として機能し得る厚みであればよく、特に限定されない。
【０１０５】
　第１電極層の形成方法は、画素毎に第１電極層を配置することができる方法であればよ
く、一般的な電極の形成方法と同様とすることができる。
【０１０６】
　また、本開示の有機ＥＬ表示装置は、第１電極層の補助電極を有することができる。補
助電極は、反射層の構成に応じて異なる。反射層が、第１絶縁層側から順に、ドット状の
絶縁部とドット状の金属部とを有する場合、補助電極は、第１絶縁層とドット状の絶縁部
との間に配置することができる。また、反射層が、第１絶縁層側から順に、ドット状の絶
縁部とドット状の金属部とを有し、さらに第１絶縁層と第２絶縁層との間に、平面視で絶
縁部および金属部と重ならない格子状の第２の金属部を有する場合、第２の金属部が補助
電極を兼ねることができる。
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【０１０７】
　補助電極の材料としては、例えば、Ｌｉ、Ｎａ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ａｇ、Ｉｎ、Ｃｒ
等の金属、またはこれらの金属の１種以上を含む合金、例えばＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ、Ａｌ
Ｃａ、ＡｌＭｇ等の合金が挙げられる。中でも、Ａｌ、Ａｇの金属、またはＭｇＡｇ、Ａ
ｌＬｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等のＡｌ、Ａｇを含む合金が好ましく用いられる。
【０１０８】
（２）有機ＥＬ層
　有機ＥＬ層は、第１電極層および第２電極層の間に配置され、発光層を含む部材である
。
【０１０９】
　有機ＥＬ層は、発光層を含む１層もしくは複数層の有機層を有する部材である。すなわ
ち、有機ＥＬ層とは、少なくとも発光層を含む部材であり、有機層１層以上の層構成を有
する部材である。通常、ウェットプロセスで有機ＥＬ層を形成する場合は、溶媒との関係
で多数の層を積層することが困難であることから、１層もしくは２層の有機層で構成され
る場合が多いが、有機材料を工夫したり、真空蒸着法を組み合わせたりすることにより、
さらに多数層とすることも可能である。
【０１１０】
　発光層以外に有機ＥＬ層を構成する層としては、正孔注入層、電子注入層、正孔輸送層
、電子輸送層等が挙げられる。正孔輸送層は、正孔注入層に正孔輸送の機能を付与するこ
とにより、正孔注入層と一体化される場合がある。また、電子輸送層は、電子注入層に電
子輸送の機能を付与することにより、電子注入層と一体化される場合がある。さらに、有
機ＥＬ層を構成する層としては、キャリアブロック層のような正孔もしくは電子の突き抜
けを防止し、再結合効率を高めるための層等が挙げられる。
【０１１１】
　白色発光の有機ＥＬ素子の場合、白色有機ＥＬ素子は、例えば２種以上の異なる色を発
光する材料を含む単層の白色発光層を有するものや、２色以上の発光層が積層された構造
を有するもの、２色以上の発光層が中間層を介して積層された構造を有するもの等が挙げ
られる。白色有機ＥＬ素子の場合、発光層に用いられる材料は単一の化合物で構成される
ことはほとんどなく、一般的には２種以上の異なる色を発光する材料が用いられる。この
場合、得られる発光スペクトルは、各材料の発光スペクトルを併せた形となる。
【０１１２】
　複数色発光の有機ＥＬ素子の場合、複数色の発光層が配列される。
【０１１３】
　有機ＥＬ層を構成する各層の材料、厚みおよび形成方法等については、一般的な有機Ｅ
Ｌ層と同様とすることができる。
【０１１４】
（３）第２電極層
　第２電極層は、有機ＥＬ層の第１電極層とは反対側の面に配置され、透明性を有する電
極である。本開示の有機ＥＬ表示装置では、第２電極層側から光が取り出される。
【０１１５】
　第２電極層は、所定の透明性を有する。第２電極層の透明性としては、有機ＥＬ層から
の発光を透過させて表示を行うことができる程度の透明性であることが好ましく、有機Ｅ
Ｌ表示装置の構造に応じて適宜選択される。例えば、後述するように、有機ＥＬ表示装置
がマイクロキャビティ構造を有する場合には、第２電極層は透明性および反射性を有する
電極となる。一方、有機ＥＬ表示装置がマイクロキャビティ構造を有さない場合には、第
２電極層は透明性を有する電極となる。この場合、第２電極層の可視光線透過率は、上記
第１電極層の可視光線透過率と同様とすることができる。
　なお、可視光線透過率の測定方法については、上記第１電極層の項に記載した方法と同
様とすることができる。
【０１１６】
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　第２電極層は、陽極であってもよく、陰極であってもよいが、通常、陰極とされる。第
２電極層の材料としては、仕事関数が低く、陰極として機能し、かつ、透明性を有する、
あるいは透明性および反射性を有するものであればよく、例えば、Ｌｉ、Ｎａ、Ｍｇ、Ａ
ｌ、Ｃａ、Ａｇ、Ｉｎ等の金属、またはこれらの金属の１種以上を含む合金、例えばＭｇ
Ａｇ、ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等の合金が挙げられる。中でも、Ａｌ、Ａｇの金属
、またはＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等のＡｌ、Ａｇを含む合金が好ましく
用いられる。
【０１１７】
　第２電極層の厚みは、電極として機能し得る厚みであり、透明性あるいは透明性および
反射性が得られる厚みであればよく、特に限定されない。
【０１１８】
　第２電極層は、通常、有機ＥＬ層の全面に配置される。
　第２電極層の形成方法は、一般的な電極の形成方法と同様とすることができる。
【０１１９】
３．第２絶縁層
　第２絶縁層は、反射層と有機ＥＬ素子との間に配置される部材である。
【０１２０】
　第２絶縁層の材料としては、有機ＥＬ表示装置における一般的な絶縁層の材料を用いる
ことができ、例えば、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂等の光硬化型樹脂、熱硬化型樹脂、
無機材料、ＳＯＧ材料等を挙げることができる。
【０１２１】
　第２絶縁層の形成方法としては、例えば塗布法、印刷法等の一般的な方法を用いること
ができる。
【０１２２】
　第２絶縁層は光路調整層であってもよい。光路調整層は画素毎に厚みの異なる部材であ
る。
　図９は、本開示の有機ＥＬ表示装置の他の例を示す概略断面図である。図９に示すよう
に、第２絶縁層６は、画素ＲＧＢ毎に厚みの異なる光路調整層であってもよい。なお、図
９中の説明しない符号については、図１と同一の部材を示すものであるので、ここでの説
明は省略する。
　第２絶縁層が光路調整層である場合には、マイクロキャビティ構造を有する有機ＥＬ表
示装置とすることができ、色純度をさらに高めることができる。
　また、従来、マイクロキャビティ構造を有する有機ＥＬ表示装置においては、例えば画
素毎に有機ＥＬ層を構成する各層の厚みを調整する手法も知られているが、この手法では
有機ＥＬ層を構成する各層の厚みを、発光効率や駆動電圧、発光色のバランス等の点で好
適な厚みに設定することが困難である。一方、上述したように、画素毎に光路調整層の厚
みを調整する場合には、有機ＥＬ層を構成する各層の厚みを、発光効率や駆動電圧、発光
色のバランス等の点で適した厚みに設定することができる。したがって、発光性能に優れ
る有機ＥＬ表示装置とすることが可能である。
【０１２３】
　光路調整層は、画素毎に厚みが異なる。光路調整層の厚みとしては、マイクロキャビテ
ィ効果が得られる厚みであればよく、発光層の発光スペクトル等に応じて適宜調整される
。例えば、光路調整層の厚みは、１０ｎｍ以上とすることができ、中でも３０ｎｍ以上で
あることが好ましく、特に５０ｎｍ以上であることが好ましい。また、光路調整層の厚み
は、３００ｎｍ以下とすることができ、中でも２５０ｎｍ以下であることが好ましく、特
に２００ｎｍ以下であることが好ましい。
【０１２４】
　光路調整層の材料としては、透明性および絶縁性を有するものであればよいが、後述す
るように、ナノインプリント法による光路調整層の形成が可能なものであることが好まし
い。例えば、無機材料および有機材料のいずれも用いることができる。
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　無機材料としては、例えば金属酸化物や金属窒化物が挙げられ、具体的には酸化ケイ素
、窒化ケイ素、酸化窒化ケイ素等が挙げられる。
　有機材料としては、アウトガスの少ないものであればよく、例えば有機ＥＬ表示装置の
画素間絶縁層に用いられる有機材料を適用することができる。具体的には、感光性ポリイ
ミド樹脂、アクリル樹脂等の光硬化型樹脂が挙げられる。
　また、光路調整層の材料としては、ＳＯＧ材料も用いることができる。
【０１２５】
　光路調整層の形成方法としては、例えば、ナノインプリント法、フォトリソグラフィ法
が挙げられる。中でも、各画素に対応する領域毎に深さの異なる凹部を有するナノインプ
リント用モールドを用いたナノインプリント法が好ましい。ナノインプリント法では、フ
ォトリソグラフィ法と比較して、工程数を大幅に削減することができ、製造コストを低減
することができるからである。
【０１２６】
　図１０は、本開示の有機ＥＬ表示装置の製造方法における光路調整層形成工程にて用い
られるナノインプリント用モールドの一例を示す概略断面図である。図１０に示すように
、ナノインプリント用モールド４０は、各画素に対応する領域毎に深さｄ１、ｄ２、ｄ３
の異なる凹部４１を有する。
【０１２７】
　ナノインプリント法の場合、光路調整層の形成工程は、光路調整層の材料に応じて異な
る。なお、ナノインプリント法については、上記反射層の形成工程の絶縁膜の形成と同様
とすることができる。
　すなわち、光路調整層が無機材料を含む場合、光路調整層形成工程は、無機材料を含む
光路調整層を形成する形成工程と、上記光路調整層の上記反射層とは反対側の面に、レジ
スト層を形成するレジスト層形成工程と、上記レジスト層に上記ナノインプリント用モー
ルドの凹凸パターンを転写する転写工程と、上記凹凸パターンが転写された上記レジスト
層および上記光路調整層をエッチングするエッチング工程と、を有することができる。
　また、光路調整層が有機材料またはＳＯＧ材料を含む場合、光路調整層の形成工程は、
有機材料またはＳＯＧ材料を含む光路調整層形成用層を形成する形成工程と、上記光路調
整層形成用層に上記モールドの凹凸パターンを転写する転写工程と、上記凹凸パターンが
転写された上記光路調整層形成用層をエッチングするエッチング工程と、を有することが
できる。
　各工程については、上記反射層の形成工程の絶縁膜の形成と同様とすることができる。
【０１２８】
４．第１絶縁層
　第１絶縁層は、駆動素子および反射層の間に配置される部材である。
【０１２９】
　第１絶縁層の材料としては、有機ＥＬ表示装置における一般的な絶縁層の材料を用いる
ことができ、例えば、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂等の光硬化型樹脂、熱硬化型樹脂、
無機材料、ＳＯＧ材料等を挙げることができる。
【０１３０】
　第１絶縁層の形成方法としては、例えば塗布法、印刷法等の一般的な方法を用いること
ができる。
【０１３１】
５．駆動素子
　駆動素子としては、例えばトランジスタが挙げられ、具体的にはＭＯＳ型トランジスタ
が挙げられる。ＭＯＳ型トランジスタは高集積化に適しており、マイクロディスプレイの
ような高解像度の表示装置に好適である。ＭＯＳ型トランジスタとしては、一般的なもの
と同様とすることができる。
　また、駆動素子として、ＴＦＴを用いてもよい。
【０１３２】
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６．基材
　基材としては、例えばシリコン等の半導体基板が挙げられる。
　また、基材として、石英やガラス等の透明基板を用いてもよい。
【０１３３】
７．バリア層
　本開示の有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ素子の第２絶縁層とは反対側の面に、バリア層
を有していてもよい。水分等の浸入を防ぐことができる。
【０１３４】
　バリア層としては、少なくとも無機層を有するものであればよく、例えば、無機層のみ
を有するものであってもよく、無機層および有機層が積層されたものであってもよい。ま
た、無機層および有機層が積層されている場合、積層数としては特に限定されない。
【０１３５】
　中でも、バリア層は、無機層および有機層が積層されたものであることが好ましい。バ
リア層が、無機層および有機層が積層された積層構造を有することにより、例えば無機層
にピンホール等の欠陥が生じた場合であっても、当該ピンホールを有機層によって埋める
ことができる。また、バリア層が有機層を有することにより、有機層が平坦化層としての
機能を発揮するため、有機層の上に無機層を良好に成膜することができ、無機層の成膜過
程において無機層にピンホール等の欠陥が生じにくくなり、優れたバリア性を発揮するこ
とができる。さらに、有機層が平坦化層として機能するため、バリア層の第２電極層とは
反対側の面に着色層を配置する場合には、バリア層の上に着色層を良好に形成することが
できる。
【０１３６】
　バリア層は、所定の透明性を有する。バリア層の透明性は、有機ＥＬ層からの発光を透
過させて表示を行うことができる程度の透明性であることが好ましく、例えば、可視光線
透過率が８０％以上であることが好ましく、８５％以上であることがより好ましい。
　なお、可視光線透過率の測定方法については、上記第１電極層の項に記載した方法と同
様とすることができる。
【０１３７】
　バリア層を構成する無機層の材料としては、例えば金属酸化物が挙げられ、具体的には
酸化ケイ素、酸化窒化ケイ素等が挙げられる。バリア層が複数の無機層を有する場合、各
無機層の材料は同じであってもよく、異なっていてもよい。
【０１３８】
　バリア層を構成する有機層の材料としては、上記無機層と積層して形成することができ
、平坦化層としての機能を発揮することができるものであればよく、例えば、アクリル樹
脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂等が挙げられる。バリア層が複数の有機層を有する場
合、各有機層の材料は同じであってもよく、異なっていてもよい。
【０１３９】
　バリア層の厚みとしては、所望のバリア性が得られる厚みであればよく、バリア層を構
成する無機層および有機層の積層数等に応じて適宜調整することができ、特に限定されな
い。
【０１４０】
　無機層の形成方法としては、例えば、ＣＶＤ法や、スパッタリング法、真空蒸着法等の
ＰＶＤ法が挙げられる。また、有機層の形成方法としては、例えば、一般的な塗布法や印
刷法が挙げられる。
【０１４１】
８．着色層
　本開示の有機ＥＬ表示装置は、上記バリア層の有機ＥＬ素子とは反対側の面に、着色層
を有していてもよい。着色層により、色純度をさらに高めることができる。
【０１４２】
　着色層は、例えば赤、緑、青の３色の着色層を有することができる。着色層の色として
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は、発光層の発光スペクトル等に応じて適宜選択される。
【０１４３】
　着色層の厚みとしては、マイクロディスプレイのような高解像度の表示装置に適用可能
な厚みであればよく、例えば０．３μｍ以上、３．０μｍ以下の範囲内とすることができ
る。
【０１４４】
　着色層の材料および形成方法としては、マイクロディスプレイに適用されるカラーフィ
ルタに用いられる着色層と同様とすることができる。また、例えば、一般的な液晶表示装
置に適用されるカラーフィルタに用いられる着色層と同様とすることもできる。
【０１４５】
９．画素間絶縁層
　本開示の有機ＥＬ表示装置は、画素毎に配置された第１電極層の間に、画素間絶縁層を
有することができる。また、上述したように、第２絶縁層が光路調整層であり、光路調整
層が画素毎に配置されている場合には、画素毎に配置された光路調整層の間にも、画素間
絶縁層を有することができる。画素間絶縁層は、第１電極層の端部を覆うように配置する
ことができる。
【０１４６】
　画素間絶縁層の材料としては、有機ＥＬ表示装置における一般的な絶縁層の材料を用い
ることができ、例えば、感光性ポリイミド樹脂、アクリル樹脂等の光硬化型樹脂、熱硬化
型樹脂、無機材料、ＳＯＧ材料等を挙げることができる。
【０１４７】
　画素間絶縁層の形成方法としては、例えばラミネーション法、フォトリソグラフィ法、
印刷法等の一般的な方法を用いることができる。
【０１４８】
１０．その他の部材
　本開示の有機ＥＬ表示装置は、上述した各部材を有していればよく、必要に応じてその
他の部材を有していてもよい。その他の部材としては、例えば、有機ＥＬ表示装置を覆う
ように配置された封止部材等が挙げられる。
【０１４９】
　封止部材は、有機ＥＬ表示装置を覆うように配置される部材である。バリア層が配置さ
れていない場合には、封止部材を配置することができる。封止部材により、水分の浸入等
を防ぐことができる。
【０１５０】
　封止部材の材料としては、透明性を有するものであればよく、光硬化型樹脂や熱硬化型
樹脂等が挙げられる。
【０１５１】
　封止部材の厚みおよび形成方法については、有機ＥＬ表示装置における一般的な封止部
材と同様とすることができる。
【０１５２】
　本開示は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本
開示の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用
効果を奏するものは、いかなるものであっても本開示の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１５３】
　以下に実施例および比較例を示し、本開示をさらに詳細に説明する。
【０１５４】
［実施例］
（１）ナノインプリント用モールドの作製
　外形が縦６インチ、横６インチ、厚さ０．２５インチの直方体の石英基板の表面に、ノ
ボラック樹脂系の電子線レジスト（ＺＥＰ－５２０、日本ゼオン社製）を厚さ３００ｎｍ



(21) JP 2019-179717 A 2019.10.17

10

20

30

40

50

で塗布し、電子線描画し、その後、現像して、所定のレジストパターンを形成した。次に
、エッチングガスとして四フッ化炭素（ＣＦ４）を用いて石英基板をドライエッチングし
、その後、不要となったレジストパターンを酸素ガスでアッシングして除去し、所定の三
次元形状の凹凸パターンを得た。
【０１５５】
　得られたナノインプリント用モールドは、高さが１５０ｎｍ、幅が１００ｎｍの格子状
の凸部、および、深さが１５０ｎｍ、大きさが２００ｎｍ×２００ｎｍ、ピッチが３００
ｎｍの正方形のドット状の凹部を有する凹凸パターンを有する第１領域と、高さが１５０
ｎｍ、幅が１４０ｎｍの格子状の凸部、および、深さが１５０ｎｍ、大きさが２８０ｎｍ
×２８０ｎｍ、ピッチが４２０ｎｍの正方形のドット状の凹部を有する凹凸パターンを有
する第２領域と、高さが１５０ｎｍ、幅が１６０ｎｍの格子状の凸部、および、深さが１
５０ｎｍ、大きさが３６０ｎｍ×３６０ｎｍ、ピッチが５２０ｎｍの正方形のドット状の
凹部を有する凹凸パターンを有する第３領域とを有するものであった。
【０１５６】
（２）駆動素子基板の作製
　基板として６インチΦのシリコンウェハーを準備し、定法にしたがって駆動素子基板を
作製した。
【０１５７】
（３）第１絶縁層の形成
　駆動素子基板の全面に、ＳｉＯ２膜を厚さ２００ｎｍでＣＶＤ成膜した。次いで、Ｓｉ
Ｏ２膜上にレジスト組成物を厚さ２００ｎｍで塗布し、フォトリソグラフィによるパター
ニングを行い、ＳｉＯ２膜をドライエッチングした後、レジストを剥離した。これにより
、コンタクトホールを有する第１絶縁層を形成した。
【０１５８】
（４）反射層の形成
（ドット状の絶縁部の形成）
　第１絶縁層が形成された駆動素子基板の全面に、シルセスキオキサンを主成分とする絶
縁膜用組成物を厚さ１８０ｎｍで塗布した。次いで、上記ナノインプリント用モールドを
用い、絶縁膜用組成物をインプリントし、モールド側から波長３６５ｎｍを主線とする紫
外線を５００ｍＪ照射し、ＵＶ硬化させた。その後モールドを離型し、所定の絶縁膜のパ
ターンを得た。その後、絶縁膜のパターンをドライエッチングし、ドット状の絶縁部を形
成した。得られたドット状の絶縁部は、青色画素に対応する領域において、絶縁部の大き
さが２００ｎｍ×２００ｎｍ、絶縁部間の間隔が１００ｎｍであり、緑色画素に対応する
領域において、絶縁部の大きさが２８０ｎｍ×２８０ｎｍ、絶縁部間の間隔が１４０ｎｍ
であり、赤色画素に対応する領域において、絶縁部の大きさが３６０ｎｍ×３６０ｎｍ、
絶縁部間の間隔が１６０ｎｍであった。
【０１５９】
（ドット状の金属部および格子状の第２の金属部の形成）
　第１絶縁層およびドット状の絶縁部が形成された駆動素子基板の全面に、アルミニウム
膜をスパッタ成膜し、次いでレジストパターンの形成およびエッチング処理することで、
画素に対応する所定の位置に、ドット状の金属部および格子状の第２の金属部を形成した
。得られたドット状の金属部の厚みは５０ｎｍであった。また、得られたドット状の金属
部は、青色画素に対応する領域において、金属部の大きさが２００ｎｍ×２００ｎｍ、金
属部間の間隔が１００ｎｍであり、緑色画素に対応する領域において、金属部の大きさが
２８０ｎｍ×２８０ｎｍ、金属部間の間隔が１４０ｎｍであり、赤色画素に対応する領域
において、金属部の大きさが３６０ｎｍ×３６０ｎｍ、金属部間の間隔が１６０ｎｍであ
った。また、各画素に対応する領域において、ドット状の金属部を配置した領域の大きさ
は、２．０μｍ×７．０μｍであった。これにより、反射層を得た。なお、格子状の第２
の金属部は、補助電極を兼ねるものであり、第１絶縁層のコンタクトホールに設けられた
接続部を介して下部の駆動素子と接続させた。
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【０１６０】
　反射層について反射スペクトルを測定したところ、青色画素に対応する領域においては
、５００ｎｍ以上、７００ｎｍ以下の波長を吸収し、緑色画素に対応する領域においては
、４００ｎｍ以上、５００ｎｍ以下、および、６００ｎｍ以上、７００ｎｍ以下の波長を
吸収し、赤色画素に対応する領域においては、４００ｎｍ以上、６００ｎｍ以下の波長を
吸収する反射スペクトルが得られた。なお、反射率は、顕微分光装置（ＯＳＰ－ＳＰ２０
００、ＯＬＹＭＰＵＳ社製）を用いて、校正用アルミ基板を１００％とした際の反射スペ
クトルとして測定した。
【０１６１】
（５）第２絶縁層の形成
　反射層上に、ポリイミド系樹脂を含む絶縁層形成用塗工液をスピンコート法により塗布
した後、１００℃、５分間のプリベークを行って、厚み７５０ｎｍの絶縁膜を形成した。
次に、マスク露光、現像、および２００℃、３０分間のポストベークを行って、コンタク
トホールを有する第２絶縁層を形成した。
【０１６２】
（６）第１電極層の形成
　第２絶縁層上の全面にＩＴＯ膜をスパッタ成膜し、次いでレジストパターンの形成およ
びエッチング処理することで、画素に対応する所定の位置に第１電極層を形成した。第１
電極層は、各パターンの大きさが２．０μｍ×７．０μｍ、厚みが６０ｎｍであり、第２
絶縁層のコンタクトホールに設けられた接続部を介して下部の格子状の第２の金属部（補
助電極）と接続させた。
【０１６３】
（７）画素間絶縁層の形成
　第１電極層上に、ポリイミド系樹脂を含む絶縁層形成用塗工液をスピンコート法により
塗布した後、１００℃、５分間のプリベークを行って、厚み７５０ｎｍの絶縁膜を形成し
た。次に、マスク露光、現像、および２００℃、３０分間のポストベークを行って、第１
電極層の間に画素間絶縁層を形成した。
【０１６４】
（８）有機ＥＬ層の形成
　第１電極層上に、真空蒸着法により、正孔注入層と、赤色、緑色および青色の発光層が
積層された白色発光層と、電子注入層とを順次形成し、有機ＥＬ層を形成した。
【０１６５】
（９）第２電極層の形成
　有機ＥＬ層上に、真空蒸着法によりマグネシウムと銀とを同時に蒸着し、マグネシウム
／銀化合物からなる厚み３０ｎｍの第２電極層を形成した。この際、マグネシウムの蒸着
速度は１．３ｎｍ／秒～１．４ｎｍ／秒、銀の蒸着速度は０．１ｎｍ／秒とした。
【０１６６】
（１０）バリア層の形成
　第２電極層上に、ＳｉＯ２膜を厚さ２００ｎｍでＣＶＤ成膜して無機層を形成し、次に
厚さ２μｍのアクリル樹脂を含む有機層を形成し、続いてＳｉＯ２膜を厚さ２００ｎｍで
ＣＶＤ成膜して無機層を形成し、バリア層を形成した。
【０１６７】
（１１）着色層の形成
　バリア層上の画素に対応する位置に、赤、緑、青の着色層をフォトリソグラフィ法にて
形成した。各着色層の材料には、得られた有機ＥＬ表示装置において、各画素の色がｓＲ
ＧＢ規格に合うように調整された材料を用いた。これにより、有機ＥＬ表示装置を得た。
【０１６８】
［比較例］
　反射層の形成において、ドット状の絶縁部を形成せずに、画素に対応する所定の位置に
金属膜からなる反射層を形成したこと以外は、実施例と同様に、有機ＥＬ表示装置を作製
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おいて、各画素の色がｓＲＧＢ規格に合うように調整された材料を用いたが、比較例の有
機ＥＬ表示装置は、選択反射部材として機能するドット状の金属部を有さないことから、
比較例にて用いた各着色層の材料は、実施例にて用いた各着色層の材料とは異なる。
【０１６９】
［評価］
　実施例および比較例の有機ＥＬ表示装置を１０ｍＡ／ｃｍ２で駆動させて、トプコン社
製の分光放射計ＳＲ－２を用いて、発光スペクトルを測定した。また、その結果から、各
色の電流効率を算出した。さらに、実施例および比較例の着色層形成前の有機ＥＬ表示装
置についても、１０ｍＡ／ｃｍ２で駆動させて、トプコン社製の分光放射計ＳＲ－２を用
いて、発光スペクトルを測定した。結果を表１に示す。
【０１７０】
【表１】

【０１７１】
　表１より、ドット状の金属部を有する実施例の有機ＥＬ表示装置は、高輝度であり、電
流効率が約１．３倍となった。また、実施例の有機ＥＬ表示装置は、ドット状の金属部を
有することから、色純度を向上できることが確認された。
【符号の説明】
【０１７２】
　１　…　有機ＥＬ表示装置
　２　…　基材
　３　…　駆動素子
　４　…　第１絶縁層
　５　…　反射層
　６　…　第２絶縁層
　７　…　有機ＥＬ素子
　８　…　画素間絶縁層
　９　…　バリア層
　１０　…　着色層
　１１　…　第１電極層
　１２　…　有機ＥＬ層
　１３　…　第２電極層
　２１　…　金属部
　２２　…　絶縁部
　２３　…　第２の金属部
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摘要(译)

为了提供亮度高，色纯度优异的有机EL显示装置。 参照图5，依次示出
第二绝缘层6和有机EL元件7。 反射层5具有表现出局部表面等离子体共
振的点状金属部21。 对于每个像素，金属部分21的大小和金属部分21之
间的间隔中的至少一个是不同的，并且点状金属部分21的表面等离子体
共振波长区域也不同。
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